
平成２３年度
研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）

《組織的な大学院教育改革推進プログラム》取扱要領

研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）《組織的な大学院教育改革推進プログラム》に
ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下
「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政
令第２５５号）、研究拠点形成費等補助金交付要綱（平成１４年４月１日文部科学大臣決定。以
下「交付要綱」という。）等に定めるもののほか、次のとおり取り扱うものとします。
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１．事務手続の概要

本補助金に係る一般的な事務手続のうち主なものは、以下のとおりとなります。

補助事業・事務 関 係 申 請 書 ・ 報 告 書 等 提出部数 別添様式 関連頁

〈交付の内定〉 ○交付内定通知 － － Ｐ２
◎交付内定辞退届 １部 提出要領 Ｐ２
◎内定後代表者等交替願 １部 提出要領 Ｐ２

〈交付の申請〉 ◎交付申請書等(総括表、交付申請書、 提出要領 提出要領 Ｐ２
経費使途理由書、学外経費使用理由書、
振込口座届)

〈交付の決定〉 ○交付決定通知 － － Ｐ３
◎申請取下届 １部 １ Ｐ３

〈交付の請求〉 ◎交付請求書 １部 ２ Ｐ３

〈事業の実施〉 ◎変更承認申請書 １部 ８ Ｐ１１
◎代表者等交替届 １部 ９ Ｐ１１
◎補助事業中止（廃止）承認申請書 １部 １０ Ｐ１１
◎状況報告書 別途通知 － Ｐ１１
◎事業遅延届 １部 １１ Ｐ１１

〈額 の 確定〉 ◎実績報告書（収支決算報告書、若手研究 別途通知 １２,１３ Ｐ１２
者養成実績報告書）

○補助金確定通知書 － － Ｐ１２

〈そ の 他〉 ◎消費税等仕入控除税額確定報告書 １部 １４ Ｐ１２
◎知的財産権報告書 １部 １５ Ｐ１２
◎収益状況報告書 １部 １６ Ｐ１２

（注）◎：補助事業者作成の書類 ○：文部科学省作成の書類

提出要領：平成２３年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）《組織的な大学
院教育改革推進プログラム》交付申請書等作成・提出要領
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２．交付の内定

（１）交付の内定について

「組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会」（以下「プログラム委員会」という。）

の審査により、本補助金の交付先として選定された補助事業者が、平成２３年度に補助金の

交付を受けるためには、適正化法に基づいて補助金の交付申請及び交付決定の手続が必要と

なります。

「交付の内定」は、補助金に係る手続、執行を合理的に進めるために、適正化法に基づく

交付申請に先立ち、補助金の交付申請があった場合に補助金を交付する予定があることを明

らかにするものです。

ただし、本補助金による財政支援を受けようとする事業が、他の補助金等による財政支援

を受けている又は受ける予定の場合、交付の対象とはなりません。

「交付内定通知」を受けた場合には、このような「交付の内定」の趣旨を踏まえ、適正化

法に基づく交付申請の手続、事業の実施等を行うようにしてください。（別添「平成２３年

度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）《組織的な大学院教育改革推進プログラム》

交付申請書等作成・提出要領」（以下「提出要領」という。）参照。）

なお、他大学と連携して事業を行う場合は、主となる大学からそれぞれの大学に交付の内

定を伝達してください。

（２）内定の辞退について

交付内定後、以下のような事情により、交付の内定を辞退することができます。

○交付内定の内容により、事業の適切な遂行が不可能であると判断した場合

○他大学と連携することが不可能となった場合

○取組実施担当者の異動その他の状況の変化により、事業の適切な遂行が不可能である

と判断した場合

なお、内定の辞退をする場合は、交付申請書を提出する前までに、「交付内定辞退届」（提

出要領「別紙様式（一）」参照）を文部科学省に提出してください。

（３）代表者等の交替等願について

選定審査の際に対象となった調書等に記載した代表者(学長)、取組実施担当者について、

交替等があった場合（既に当該交替等を届け出ている場合を除く。）で、かつ、その交替等

により当該事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたさないと判断される場合には、速やか

に「内定後代表者等交替願」（提出要領「別紙様式（二）」参照）を文部科学省に提出してく

ださい。

なお、この交替等により、交付の内定の取消しや交付内定額の減額等がなされる場合があ

りますので注意してください。

３．交付先

本補助金は、補助事業者となる大学の設置者に交付されます。なお、他大学と連携して事

業を行う場合には、それぞれの大学に交付されます。

４．交付の申請・決定・請求

（１）交付申請書について

本補助金の交付の申請については、別添「提出要領」に基づき交付申請書等を作成し、文

部科学省に提出してください。期日までに交付申請書等が提出されなかった場合は、補助金

が交付できなくなる場合もありますので、注意してください。なお、提出期限については追

って連絡いたします。

また、一大学で複数の事業が選定された場合は、それらについての交付申請書等を全て取

りまとめ、一括して提出するようにしてください。

他大学と連携して事業を行う場合は、本事業の趣旨を踏まえ、それぞれの大学において交

2



3

付申請書等を作成し、主となる大学で取りまとめて提出してください。

（２）交付決定通知について

提出された交付申請書等の内容について、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算

で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、

金額の算定に誤りがないかどうか等に照らし審査した上で、補助事業者に対して正式に補助

金の交付決定の内容を通知しますが、それに条件を付したり、修正交付決定を行う場合があ

りますので留意してください。

（３）申請の取下げについて

交付決定通知を受けた補助事業者が、交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不

服がある場合は、交付決定通知に定められた期日までに、別添１「申請取下届」を文部科学

省に提出してください。

なお、本申請取下届が提出・受理された場合は、（５）の「振込銀行等口座届」は、届け

がなかったものとして取り扱います。

（４）交付請求について

交付決定通知後、別途交付請求書の提出期限等を通知します。通知に従って、速やかに別

添２「交付請求書」を作成し、文部科学省に提出してください。

また、本補助金においては、補助事業者からの請求に基づいて、計画の合理性等を勘案し、

四半期ごとに概算払いを行う予定です。この概算払いは、交付申請書と併せて提出される「支

払計画表」等に基づいて行われることとなりますので、交付請求書等の作成・提出に当たっ

ては、事業計画にしたがって無理なく計画的に執行できるものとするように十分注意してく

ださい。

（５）振込口座について

補助事業者は、補助金の振込みを希望する銀行等の口座を、「振込銀行等口座届」（提出要

領「別紙様式（七）参照」により文部科学省に提出してください。一つの大学の設置者にお

いて、本補助金に係る交付内定が複数ある場合は、各事業毎に別々の口座への振り込みを希

望することも、同一口座に振り込みを希望することも可能です。別々の口座への振り込みを

希望する場合は、各事業毎に様式に記載していただいても、一つの様式にまとめて記載して

いただいても構いません。

口座の届出内容に変更が生じた場合は、速やかに「振込銀行等口座届」（提出要領「別紙

様式（七）」参照）を提出してください。

５．補助金の経理管理

（１）経理管理事務について

（１）経理管理事務について

補助事業者は、本補助金が適正化法等の適用を受ける補助金であることから、本補助金の

経理管理に当たっては、補助事業者の規定等に基づき補助金の経理管理状況を常に把握でき

るようにし、善良な管理者の注意をもって行い、公正かつ最小の費用で最大の効果があがる

ように経費を使用するとともに、他の用途へ使用することは決して行わないようにしてくだ

さい。

〔補助金の適切な執行について〕

補助金の適切な執行については、かねてより御留意願っているところですが、２１世紀ＣＯ

Ｅプログラムにかかる補助金の一部で過年度に購入した物品に対して、会計年度を越えて補助

金の不適切な支出を行っている事例が明らかになりました。厳しい財政状況の中、国民等から

の予算の適切な執行に対する目線は年々強まっており、不適切な経理が行われた場合、事業の

存続が困難と成る場合も想定されます。各補助事業対象者におかれましては、「研究機関にお

ける公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２月１５日文部科学



4

大臣決定）を踏まえ、今後同様の事態が生じることのないよう、発注、納品の確認の徹底等に

ついて、補助金を適切に執行するための制度を構築されるとともに、管理の実施にあたる関係

職員に対して周知徹底し、執行状況について点検を行うなど、組織的な大学院教育改革推進プ

ログラムにかかる補助金の適切な執行について万全を期されるよう願います。

（２）補助対象経費

本補助金の補助対象経費及びその内訳は、以下の表のようになります。

補助対象経費 内 訳

物品費 設備備品費、消耗品費

人件費・謝金 人件費、謝金

旅費 旅費

その他 外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料、

その他（諸経費）、文部科学大臣が認めた経費

※府省共通経費取扱区分表に準ずる。表については、参考１･２を参照。

補助対象経費の取扱いは、次のとおりとなります。

【物品費】

①「設備備品費」

本事業を遂行するための業務・事業の実施に必要な機械装置、工具器具備品等の購入、

製造又はその据付等に要する経費です。装置等の改造（主として機能を高め、又は耐久

性を増すための資本的支出）及びソフトウエア（機器・設備類に組み込まれ、又は付属

し、一体として機能するもの）も含みます。なお、設備備品の定義・購入手続きは研究

機関の規程等に従ってください。

（ⅰ）設備備品には、研究拠点形成費等補助金により購入したものである旨を記し、備品番

号を付すなど適正に管理してください。

（ⅱ）設備備品の据付等に必要な経費としては、以下のようなものが考えられます。

○ 設備備品を建物に取り付け、固定するために必要な経費

○ 設備備品を設置し、調整するために必要な経費

○ 設備備品の設置に必要な床の補強や防振材の取付けに必要な経費

○ 設備備品の稼働に必要な電源の新設や、ガス、水道、排気、排水の配管に必要

な経費

なお、これらは経費の混同使用（Ｐ８参照）等に注意し、また、設備備品の据付等に

伴い施設等の改修が必要となるものについては、特に注意してください。

（ⅲ）本補助金で購入した設備備品（１個または１組５０万円以上のもの）は、適正化法第

２２条に基づき、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産

のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処

分期限を定める件」（平成１４年３月２５日文部科学省告示第５３号）により制限され

ていますので、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできませんのでご注意ください。

（ⅳ）本補助金は、物品購入を目的とするものではないため、設備備品費は、原則として、

各年度に申請する補助金額の７０％を超えないようにしてください。７０％を超えるよ

うな申請が必要な場合には、「経費使途理由書」（提出要領「別紙様式（五）」参照）を
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交付申請時等に提出してください。

（ⅴ）本補助金において委託を行う場合、委託先の機関において設備備品を購入することも

可能ですが、補助事業終了後は、原則として所有権は補助事業者に移転させてください。

（ⅵ）本補助金は、最小の費用で最大の効果があがるように経費を使用する必要があるため、

計画的な設備備品の購入が望まれます。なお、財政支援期間の最終年度の第４－四半期

は、設備備品の購入はできません。（自己負担額で購入した場合は除く。）各拠点におい

ては、補助事業が構想に基づき円滑に遂行されるよう、計画的、効果的に設備備品を整

備するようにしてください。

②「消耗品費」

本事業を遂行するために必要な業務・事業に要した以下に例示する資材、部品、消耗

品等の購入経費です。なお、消耗品の定義・購入手続きは研究機関の規程等に従ってく

ださい。

a. ソフトウェア ※バージョンアップを含む

b. 図書、書籍 ※年間購読料を含む

c. パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等

d. 実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類

e. 試作品

等

【人件費・謝金】

①「人件費」

（ⅰ）本事業を遂行するために必要な業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究

を担当する研究者及び補助作業的に研究等を担当する者の経費であり、以下に示すもの

が考えられます。

a. 研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手

当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等

b. ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む）及び法定

福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等

c. 特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用

d. 他機関からの出向研究員の経費

e. リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント

f. 研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員

g. 技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書

等

＊人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等に従ってください。

（ⅱ）本事業の遂行に必要となる者（当該大学の教職員以外の技術者、大学院に在籍する学

生、ポスドク等。外国人を含む。以下、「研究支援者等」という。）を雇用等する場合は、

以下の方法により行ってください。なお、本事業に従事する事務員を新たに雇用するこ

とも可能です。

また、事業実施２年目以降は、４月１日より雇用して差し支えありませんが、事業の

実施状況等を踏まえて、額の変更や事業の打ち切りがあり得ますので注意してください。

なお、本補助金は年度ごとに額の確定がなされますので、雇用等経費を、他の年度の補

助金から支出することはできません。

a. 雇用に係る学内規程等に基づいて運用するようにしてください。

b. 学生を雇用する場合については、当該学生の修学に支障がないように配慮して

ください。

c. ＴＡ、ＲＡとして学生を雇用する場合、研究者としての教育機能訓練、研究遂

行能力の育成等の教育効果を高めることを目的とするものであり、申請する教育

プログラム上に明確に位置付けられていることが必要です。

d. 特別研究員（独立行政法人日本学術振興会）その他のフェローシップ等類似の

助成を受けているものに対して重複して支給しないようにしてください。
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e. 本事業が終了、廃止又は中止した場合は、その事実が発生した日以降の雇用に

係る経費を本補助金から支払うことはできません。

②「謝金」

（ⅰ）事業を遂行するための業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対す る

経費であり、以下に示すものが考えられます。

a. 研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金

b. 講演会等の謝金

c. 個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執筆・

査読・校正（外国語等）等）

d. データ・資料整理等の役務の提供への謝金

e. 通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱）

f. 学生等への労務による作業代

g. 被験者の謝金

等

＊謝金の算定にあたっては、研究機関の謝金支給規程等に従ってください。

（ⅱ）各大学の職員に対して、本補助金から謝金を支出することはできませんので、注意し

てください。

（ⅲ）謝金の支払いに際しては受領書を徴収してください。研究室等に一定期間出勤して資

料整理等を行う場合には、別添３「出勤表」も作成するようにしてください。なお、受

領書の徴収が困難な場合には、支出の必要性が記載された受領書の代わりになる書類を

作成してください。

（ⅳ）事業の遂行上、外国にいる者に対して謝金を支出する場合には、当該国における通常

の価格を十分踏まえて、過度の支払いとならないように注意してください。

【旅費】

（ⅰ）本事業を遂行するために必要な業務・事業の旅費に関わる以下の経費であり、以下に

示すものが考えられます。

a. 業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・大学院生を含む（注

２））の外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅

行雑費）。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行雑費を含む。

b. 上記a以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、

情報、意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、

宿泊費、日当、旅行雑費）

c. 外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通費、宿泊費、日当、

滞在費、旅行雑費）

d. 研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親

族移転費、旅行雑費）

等

＊１ 旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程等に従ってください。

＊２ 旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合

のみ）を含みます。詳細については、組織的な大学院教育改革推進プログラム

《研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）》Ｑ＆Ａ Ｑ45を参照いただき、

【その他】の「その他（諸経費）」として適切に支出してください。

＊３ 「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防

注射料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱

手数料」等です。

（注１）旅行傷害保険は、仮に保険が適用となった場合、それは、旅行者本人又は

家族等に対して支払われることとなるものであり、旅行傷害保険料を当該補

助事業の実施に係る経費として支出することはできません。
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（注２）学部学生、大学院生の旅費、交通費等の支給については、要件があります

ので、組織的な大学院教育改革推進プログラム《研究拠点形成費等補助金（若

手研究者養成費）》Ｑ＆Ａ Ｑ38「学生に対して旅費を支給できるか。」を参照

していただき適切に支出してください。

（ⅱ）平成２２年度まで「事業推進費等」で整理していた交通費や学生が泊まるために大学

が借り上げた宿泊施設などの経費については、今後「旅費」に計上してください。

（ⅲ）旅費を使用した場合は、本補助事業の遂行のために使用したことが、書面で 確認で

きるようにしてください。

【その他】

本事業を遂行するために必要な外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料、そ

の他（諸経費）についても使用することができます。それぞれにおける留意点等は以下のと

おりとなります。

①「外注費」

本事業を遂行するための業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等

の外注にかかる経費であり、以下に示すものが考えられます。

a. 機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品の法定点

検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行

うことを含む）等の業務請負

b. 実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解析・検査、

鑑定、部材の加工等の業務請負

c. 通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）

等

②「印刷製本費」

本事業を遂行するために必要な業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費で

あり、以下に示すものが考えられます。

a. チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷

代

等

③「会議費」

本事業を遂行するための業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー

等の開催に要した経費であり、以下に示すものが考えられます。

a. 研究運営委員会等の委員会開催費

b. 会場借料

c. 国際会議の通訳料

d. 会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）

等

④「通信運搬費」

本事業を遂行するための業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等

の通信・電話料等の経費であり、以下に示すものが考えられます。

a. 電話料、ファクシミリ料

b. インターネット使用料

c. 宅配便代

d. 郵便料

等

⑤「光熱水料」

本事業を遂行するために必要な業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要し
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た電気、ガス及び水道等の経費を指します。

⑥「その他（諸経費）」

上記の各項目以外に、本事業を遂行するための業務・事業の実施に直接必要な経費であ

り、以下に示すものが考えられます。

a. 物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫料、土地

・建物借上料、圃場借料

b. 研究機関内の施設・設備使用料

c. 学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加

するための旅費は『旅費』に計上すること）

d. 学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる

場合のみ）

e. 研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り代、成果

報告書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ作成費等）

f. 広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費

g. 保険料（業務・事業に必要なもの。ただし、個人にかかるものは除く。）

h. 振込手数料

i. データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライセンス

使用料を含む）、データベース使用料等）

j. 特許関連経費

k. 薬事相談費

l. 薬品・廃材等処理代

m. 書籍等のマイクロフィルム化・データ化

n. レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除く）

o. 委託費（海外の大学や研究機関等に対して支出する、拠点となる大学から拠点形

成に必要となる事業等の経費）その際は以下の点に留意してください。

○補助金が効率的かつ適正に執行されるよう、受託機関における事業の進捗状

況及び経費の執行状況等を把握していること

○一般管理費の額は、受託機関の受託規定に従うこと（受託機関に受託規定が

ない場合等は、原則として一般管理費は委託費の額の１０％を上限としま

す。）

○精算条項を盛り込み、年度毎に業務の実施状況を確認し、精算を行うこと

○委託の成果や経費の支出状況等についての報告書を提出させること

○受託機関において取得した財産は、補助事業期間終了後、その所有権を補助

事業者に返還すること

○事故や不正行為等があった場合などの責任の所在を明確にすること

また、本事業を遂行するために必要であり、かつ、本事業の本質をなさない定型

的な業務を他に委託して行わせることも可能でが、委託費の総額は、原則として、

各年度の補助対象経費の５０％を超えないようにしてください。５０％を超えるよ

うな申請を行う場合は、「経費使途理由書」（提出要領「別紙様式（五）」参照）を

提出してください。

等

⑦「文部科学大臣が認めた経費」

上記の経費以外で、本補助事業を遂行するために必要な経費がある場合は、文部科学

大臣の承認を得てください。

【全体】

また、経費の使用に際しては、以下のような点にも注意してください。

①経費の混同使用

本補助事業に要した費用については他の経理と明確に区分し、また、本補助事業により

取得し又は効用の増加した財産は補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなけれ

ばならないため、それらが困難となるような形で、本補助事業経費をそれ以外の経費（各
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大学の経常的経費、他の補助金等）と混同させて物品を購入することはできません。

ただし、旅費については、補助事業の用務と他の用務とを合わせて１回の出張をする場

合は、補助事業と他の経費の負担区分を明らかにして支出することができます。

②物品（設備備品及び消耗品）の購入（設備備品の製造についても同様）

本取扱いについては、大学の学内規程等に準じて取り扱ってください。なお、学内規程

等に特に定めがない場合は、以下の取扱いに従ってください。

（ⅰ）証拠書類の作成、徴収

（ｱ）契約金額が１５０万円を超える場合には、見積書、納品書、請求書及び領収書を徴

収し、別添４、別添５を参考にして「契約書」及び「検査調書」を作成してください。

ただし、契約金額が２００万円以下の場合には、検査調書の作成を省略することがで

きます。

（ｲ）契約金額が１５０万円を超えない場合には、原則として見積書、納品書、請求書及

び領収書を徴収しますが、見積書、納品書、請求書を徴収することが困難な場合には

これらの書類を省略できます。ただし、これらの書類を省略する場合には、領収書等

で当該購入した物品が明確に特定できることが必要です。

また、契約金額が１５０万円を超えない場合については、契約書の作成を省略する

ことができますが、契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約については、契

約の作成に代え「請書」（契約書に代わる簡単なもの。別添６参照。）を徴収してくだ

さい。

（ⅱ）契約の方法

契約の方法は、一般競争契約（契約に関する公示をし、不特定多数の者に競争をさ

せ、最も有利な条件を提示した者との間で締結する契約方式）によることが望ましい

ですが、契約の目的、性質、緊急性から、これによることが困難と認められる場合は、

指名競争契約（入札者を指名して特定多数の者に競争させ、最も有利な条件を提示し

た者との間で締結する契約方式）又は随意契約（任意に特定の者を選んで締結する契

約方式）によっても差し支えありません。なお、随意契約による場合は、できる限り

２以上の者から見積書を徴収するようにしてください。（契約金額１５０万円以下の

場合は、契約書の作成を省略することができます。）

（ⅲ）契約書の作成（契約金額が１５０万円以下の場合は省略できます。）

（ｱ）契約書の内容

契約書には、契約の目的、供給すべき物品の表示及び契約金額、契約の履行期限、

契約履行の場所等、契約の履行に必要な事項を記載してください。

（ｲ）契約名義者

契約名義者は、補助事業者としますが、学内規程等により規定されている場合は、

事務局の責任者でも構いません。

（ⅳ）検査調書の作成（契約金額が２００万円以下の場合には省略できます。）

補助事業者は、物品納入後速やかに、当該物品が契約書の内容に合致するかどうかに

ついて検査し、検査の結果を記載した検査調書を作成してください。

③外国からの物品等購入

外国から直接物品を購入する場合は、国内における物品等の購入と同様の手続を行うと

ともに、支払いに当たっては、請求書に基づき外国送金を行ってください。

また、外国の現地で物品等を購入する場合は、事前に大学の事務局と十分に相談の上、

外国での経費使用に係る証拠書類を必ず徴収するようにしてください。

④拠点を形成する場所以外（海外等）での経費の使用（物品等の使用）

海外で共同研究を実施する場合、海外に情報拠点を確保する場合等、当該大学の敷地（又

はその周辺）以外の場所で必要な事業を行う場合は、それが補助目的（世界的な教育研究

拠点の形成）の達成のために必要であること、購入した物品等について適切な管理が行え

ること、補助事業の終了後も善良な管理者の注意を持って管理し補助目的に従って効率的

に運用できることの旨を、「学外経費使用理由書」（提出要領「別紙様式（六）」参照）に

記述し、交付申請時等に提出してください。なお、外国での経費の使用の証拠書類は必ず

徴収し、帳簿等と共に保存してください。
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⑤使用できない主な経費

各項目等で述べたものの他、本補助金で使用できない主な経費として、以下のようなも

のが挙げられます。

（ⅰ）建物等施設の建設、不動産取得に関する経費、施設の改修に関する経費

ただし、本事業の補助金で購入した設備・備品を導入することにより必要となる軽微

な据付費等については使用できます。（５－（２）【物品費】参照。）

なお、移設や取り壊しが容易なプレハブ等の仮設の建物については、補助事業期間中

のみ使用するものとして、レンタル、リース等の経費として計上することが可能です。

（ⅱ）大学の職員（本事業により雇用され、本事業に従事する事務員を除く）の人件費

（ⅲ）大学として通常備えるべき什器類等の物品費

ただし、学内からの調達が不可能であって、補助事業の遂行上必要不可欠のものであ

れば購入可能です。

（ⅳ）本事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費

（ⅴ）独立行政法人日本学術振興会特別研究員－ＤＣのような、学生に対する研究奨励金

（ⅵ）学生に対する学資金の援助のための経費（例えば、奨学金等）

（ⅶ）その他本事業の遂行に関係のない経費（例えば、酒・煙草等）

（３）補助対象期間・経費の執行管理

本補助金の対象は、支払いの対象となる行為が、交付決定のなされた国の会計年度中（交

付内定の日から翌年の３月３１日まで。）に発生かつ終了するものに限られます。したがっ

て、交付決定のなされた年度より前に発生した経費及び次年度以降に発生する経費は、補助

対象とはなりません。なお、連携先機関においても、本補助金の対象は、３月３１日までに

発生かつ終了するものに限ります。

（４）収支簿等の作成・保存

①補助事業者は、本補助金に係る収支の内容を記載した収支簿（別添７参照。各大学で使用

している帳簿に準拠したものでも差し支えありません。）を作成し、保存してください。

収支簿の収支の内容は、預金口座の収支の内容と一致させるとともに、当該預金通帳も

適切に管理・保存してください。なお、預金口座において、複数の事項が一括して記帳さ

れる場合には、収支簿において、その内訳がわかるようにしてください。

収支簿の記入に当たっては、本補助金とそれ以外の経費の収支を明確に区分し、混合記

入とならないよう留意してください。また、交付申請書に記載した区分（物品費、人件費

・謝金、旅費、その他）に従って行い、本補助金の使用に係る証拠書類に基づき記入して

ください。

また、連携先機関や委託先にも収支簿を作成させ、拠点となる大学に提出させるように

してください。

なお、該当する支出費目が不明な場合には、各大学における取扱いに準じて処理してく

ださい。

②補助事業者は、収支簿の他、以下に掲げる書類等を整理し、適切に管理・保存してくださ

い。

○組織的な大学院教育改革推進プログラム計画調書等関連書類

○交付申請書、交付請求書等関連書類

○各種申請、届出、報告、通知等関連書類

○実績報告書

○その他本事業に関連して文部科学省、独立行政法人日本学術振興会（プログラム委員

会）等とやり取りした書類

③収支簿等の保存期間は、当該全事業（原則３年間）が完了後５年間（各年度の事業終了後

５年間ではありません。）ですので、注意してください。

（５）証拠書類の作成・徴収・保存

①補助事業者は、補助対象経費を適正に使用したことを証する証拠書類（見積書、契約書、

請書、納品書、検査調書、請求書、領収書、旅行依頼書、旅行報告書、航空運賃の見積書、

出勤表、受領書、発注書、議事要旨等。）を徴収・整理・保存しなければなりません。な

お、内定後交付決定前等、補助金が交付される以前に立替払いをしたものについては、立

替払いしたことを明示できるようにしてください。
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③証拠書類の保存期間についても、当該全事業（原則３年間）が完了した年度の翌年度から

５年間（各年度の事業終了後５年間ではありません。）ですので、注意してください。

６．事業の実施

（１）事業の変更

①事業は、プログラム委員会で審査の対象となった調書、交付申請書等に記載したとおり行

わなければなりません。やむを得ず事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、

あらかじめ別添８「変更承認申請書」を文部科学大臣に提出し、その承認を得なければな

りません。

②ただし、事業の目的を変えないで、次に掲げる軽微な変更を行う場合については、承認手

続の必要はありません。

（ⅰ）補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、その変更が補助目的の達成をより効率

的にする場合

（ⅱ）補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、各補助対象経費（物品費、人件費・謝

金、旅費、その他）の額を補助金の交付決定額の５０％以内で増減する場合

③事業を適切に実施するために不可欠であり、かつ、明らかに効率的な変更である場合は、

上記②(ⅰ)の軽微な変更として取り扱うことができます。

補助目的の達成をより効率的にするか否かの判断が不明瞭である場合、或いは、審査・

評価の判断に影響を及ぼすと考えられるような変更の場合には、前述別添８「変更承認申

請書」を文部科学大臣に提出し、その承認を得なければなりませんので注意してください。

また、交付決定後、補助事業者の代表者（学長）及び取組実施担当者の交替があった場

合で、かつ、その交替により当該補助事業の目的達成や計画の遂行に支障をきたさないと

判断される場合は、別添９「代表者等交替届」を文部科学省に提出してください。

（２）事業の中止又は廃止

①事業を一定期間中止しなければならない必要性が生じ、かつ、当該年度内に再開し、再開

後に具体的な措置を講じることで研究計画の遂行に支障を来さないことが明確である場合

は、あらかじめ別添１０「補助事業中止（廃止）承認申請書」を文部科学大臣に提出し、

承認を得なければなりません。

②事業が遂行できなくなると判断される場合も、あらかじめ別添１０「補助事業中止（廃止）

承認申請書」を文部科学大臣に提出し、承認を得なければなりません。

③なお、補助事業が廃止された場合には、廃止時までの実績報告書を文部科学大臣に提出し

なければなりません。また、未使用の補助金を返還するとともに、廃止の理由等によって

は、既に使用した経費についても、補助金の交付の決定や条件に適合すると認められない

場合には、補助金の返還を命ずることがあります。

（３）状況報告等

文部科学省より、事業の年度途中における進捗状況、補助金の使用状況等について報告を

求め、又はその状況を調査することがありますので、その旨の連絡があった場合は適切に対

応してください。

（４）事業の遅延

事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は事業の遂行が困難と

なった場合においては、速やかに別添１１「事業遅延届」を文部科学省に提出し、その指示

を受けるようにしてください。

（５）交付決定の取消等

補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び以下に該当する場合には、交付決定の全

部若しくは一部を取り消したり変更する場合がありますので注意してください。

○補助事業者が、法令、交付要綱、交付決定内容、法令又は交付要綱に基づく文部科学

大臣の処分や指示に違反した場合

○補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
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○補助事業者が、事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合

○交付決定後に生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なった場合

なお、交付決定の取消しが行われた場合には、交付した補助金の全部又は一部を返還しな

ければなりません。

７．事業終了後の手続等

（１）実績報告書・額の確定

毎年度の事業終了時には、交付決定通知に記載されている日までに、「実績報告書」等を

作成し、文部科学省に提出してください。

本補助金の実績報告書は、別添１２「収支決算報告書」と別添１３「若手研究者養成実績

報告書」からなります。これらの提出に関する詳細については、別途通知をする予定として

いますので、それを参照してください。

他大学と連携した事業については、それぞれの大学に交付決定を行った場合であっても別

添１３「若手研究者養成実績報告書」については、主となる大学において作成してください。

また、実績報告書等は、主となる大学で取りまとめて提出してください。

実績報告書、現地調査等により、事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及び条件に

適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。なお、

補助金の額を確定した場合において、事業に要した経費を超える補助金が交付されていると

きは、その超える部分の補助金の返還を命ずることとなります。

（２）会計検査院の実地検査

補助事業者は、補助金の使途等について、会計検査院の実地検査を受ける場合があります。

実地検査は、事業の進捗状況、成果、補助金の使途等についてなされます。経理関係証拠

書類等、事業に関する諸書類が必要となってきますので留意してください。

（３）事後評価

当該全事業完了後において事後評価をプログラム委員会で行います。

評価については、プログラム委員会で決められた評価方法、基準等に基づいて行われます。

事後評価の詳細については、別途通知されますので、留意してください。

８．知的財産権の報告等

（１）消費税等仕入控除税額の報告書

本補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合には、別添１４「消費税等仕入控除税額確定報告書」

を速やかに大臣に提出しなければなりません。その場合、当該消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることとなります。

（２）知的財産権の報告等

本事業で得られた成果に係る特許権等の知的財産権を得た場合には、補助事業者は速やか

に別添１５「知的財産権報告書」を文部科学省に提出しなければなりません。

これらの知的財産権の帰属は、第一義的には発明者に帰属しますが、その後の取扱いは、

補助事業者が所属する大学で定められている発明規程等に従ってください。なお、大学院に

在籍している学生、大学院修了者が、本補助金により必要な経費を受けて、自発的研究活動

を行った結果得られた成果に係る知的財産権の帰属についても、第一義的には発明者に属し

ますが、その後の取扱いは、当該大学で定められている発明規定等に準じて行うようにして

ください。

（３）収益状況報告書

補助事業者が、本事業で得られた成果により利益を得た場合、又は取得財産等を処分する

ことにより、収入があり、又は収入があると見込まれる場合には（知的財産権に係る収入も
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含みます）、速やかに別添１６「収益状況報告書」を文部科学省に提出してください。なお、

その収益の範囲内において補助金の返還を命ずることがあります。

９．取得財産の管理等

（１）取得財産等の管理

本補助金により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業の期間内のみ

ならず、補助事業の完了後においても、補助事業者の規定等に基づき善良な管理者の注意

をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図るようにしてください。

（２）取得財産の処分

本補助金により購入した設備備品等の資産については、適正化法第２２条に基づき、「取

得価格又は効用の増加価格が５０万円を超える機械及び重要な器具」を文部科学大臣が定

める期間中に処分しようとするときは、文部科学大臣の承認を受ける必要があります。別

添の「文部科学省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」に従って、承認申請の

手続きをしてください。

１０．問い合わせ先・書類提出先

《補助金の執行等に関する問い合わせ先・書類提出先》

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２

文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院係

電 話：０３－５２５３－４１１１（内線３３１２）

ＦＡＸ：０３－６７３４－３３８７

Ｈ Ｐ：http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/daigakuin.htm

《審査・評価に関する問い合わせ先》

〒102-8472 東京都千代田区一番町８番地

独立行政法人日本学術振興会

研究事業部研究事業課（組織的な大学院教育改革推進プログラム担当）

電 話：０３－３２６３－１７８０

ＦＡＸ：０３－３２３７－８０１５

Ｈ Ｐ：http://www.jsps.go.jp/j-daigakuin/index.html
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大項目 中項目 中項目の具体的な支出の例示
中項目の設定・

取扱等
特記事項

設備備品費

＜補助金＞
業務・事業の実施に必要な機械装置、工具器具備品等の購入、製造又はその据付等に要する経費。装置等
の改造（主として機能を高め、又は耐久性を増すための資本的支出）及びソフトウエア（機器・設備類に組み込ま
れ、又は付属し、一体として機能するもの）を含む。なお、設備備品の定義・購入手続きは研究機関の規程等に
よるものとする。
＜委託費＞
配分機関側で、取得価格及び耐用年数で規定（制度ごとに具体的に明記）

消耗品費

＜補助金＞
業務・事業の実施に直接要した以下に例示する資材、部品、消耗品等の購入経費。なお、消耗品の定義・購
入手続きは研究機関の規程等によるものとする。
　・ソフトウェア　※バージョンアップを含む
　・図書、書籍　※年間購読料を含む
　・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等
　・実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類
　・試作品
　等
＜委託費＞
配分機関側で、取得価格及び耐用年数で規定（制度ごとに具体的に明記）

人件費

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費
　・研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地
手当、委託試験に係る退職手当等
　・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手
当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等
　・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用
　・他機関からの出向研究員の経費
　等
業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費
　・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント
　・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員
　・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書
　等
＊人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるものとする。

謝金

業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費
　・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金
　・講演会等の謝金
　・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執筆・査読・校正（外国語等）等）
　・データ・資料整理等の役務の提供への謝金
　・通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱）
　・学生等への労務による作業代
　・被験者の謝金
　等
＊謝金の算定にあたっては、研究機関の謝金支給規程等によるものとする。

旅費 旅費

旅費に関わる以下の経費
①業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・大学院生を含む）の外国・国内への出張又は移
動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行雑費
を含む。
②上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のため
の外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）
③外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費）
④研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族移転費、旅行雑費）
　等
＊旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程等によるものとする。
＊旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ）を含む。
＊「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防注射料」「出入国税の実費額」
「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」等をいう。

外注費

外注に関わる以下の経費
業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注にかかる経費
　・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品の法定点検、定期点検及び日常のメ
ンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む）等の業務請負
　・実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務
請負
　・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）
　等
＊「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く

印刷製本費
業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費
　・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷代
等

会議費

業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費
　・研究運営委員会等の委員会開催費
　・会場借料
　・国際会議の通訳料
　・会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）
等

通信運搬費

業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料
　・電話料、ファクシミリ料
　・インターネット使用料
　・宅配便代
　・郵便料
等

光熱水料 業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費

その他（諸経費）

上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費
　・物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料
　・研究機関内の施設・設備使用料
　・学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加するための旅費は『旅費』に計
上）
　・学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ）
　・研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テキ
スト作成・出版費、ホームページ作成費等）
　・広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費
　・保険料（業務・事業に必要なもの）
　・振込手数料
　・データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライセンス使用料を含む）、データベース使用料
等）
　・特許関連経費
　・薬事相談費
　・薬品・廃材等処理代
　・書籍等のマイクロフィルム化・データ化
　・レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除く）
　等

消費税相当額
（委託費のみ）

「人件費のうち通勤手当を除いた額」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた
額」、「諸謝金」及び「保険料」の５％に相当する額等、消費税に関して非（不）課税取引となる経費

直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経
費として、被配分機関が使用する経費。

委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託又は第三者と共同で実施するための経費（間接経費相当分を
含む）

府省共通経費取扱区分表

再委託費・共同実施費

＊本区分表については、「府省共通経費取扱区分表の取扱について」も併せて参照すること。

直
接
経
費

物品費

人件費・謝金

その他

間接経費

参 考 1



 府省共通経費取扱区分表の取扱について 
 

平成 22 年 12 月 16 日 

 

１．総論 
(1) 府省共通経費取扱区分表（以下、「区分表」という。）は、各競争的資金制度

において共通して使用するものであり、以下にその解釈及び運用について確

認する。 
(2) 各制度は、区分表及び本取扱に基づきあらかじめ費目構成を設定し、経費の

取扱を明確に示す。 
(3) 区分表は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（競争的資金に関

する関係府省連絡会申し合わせ、平成２１年３月２７日改定）で定められて

いる「直接経費」の定義（※）を変更するものではない。 
 
※「直接経費」…競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要

なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。 
 
 
２．費目の設定について 
(1) 各制度は、区分表に記載された費目の名称を用いるものとする。 
(2) 経費の種類は、「直接経費」「間接経費」「再委託費・共同実施費」の３種類

とする。 
(3) 「直接経費」には、「大項目」を設け、大項目にはさらに「中項目」を設け

る。 
(4) 「直接経費」の大項目は、「物品費」「人件費・謝金」「旅費」「その他」の４

項目に統一する。 
(5) 中項目は、以下に統一する。 

・大項目「物品費」の中項目に「設備備品費」「消耗品費」を設定する。 
・大項目「人件費・謝金」の中項目に「人件費」「謝金」を設定する。 
・大項目「旅費」には中項目に「旅費」を設定する。 
・大項目「その他」の中項目に「外注費」「印刷製本費」「会議費」「通信運

搬費」「光熱水料」「その他（諸経費）」「消費税相当額」を設定する。 
(6) 実績報告等は大項目単位によることを原則とし、必要に応じて中項目のうち

額の報告を求めるものについては、配分機関は当該区分表の「中項目の設

定・取扱等」欄に明記する。また、中項目自体を設定しない場合は、同様に

「中項目の設定・取扱等」欄に明記することとする。 
 

参考２ 



３．費目の解釈について 
(1) 直接経費の各費目、間接経費及び再委託費・共同実施費の解釈を統一するた

めに、区分表に解説（太字下線部分）を記載した。 
(2) 直接経費の各費目については、研究者等が混乱なく研究費を使用できるよう

に、各制度において共通的なものとして、具体的な支出の例示を区分表に記

載した。 
 
４．各制度における区分表の運用について 
(1) 各制度における事業の性質等により、「中項目の具体的な支出の例示」欄で

示した経費のうち、当該中項目の経費とすることが適当でない場合、また、

支出にあたり一定の条件を付す場合などには、区分表の「特記事項」欄で明

示することとする。 
(2) 中項目の「設備備品費」「消耗品費」「消費税相当額」は、制度の種類により

適用を異にするものであるので、各制度においては、これらの取扱について、

区分表の「特記事項」欄で記述することとする。なお委託費における「設備

備品費」「消耗品費」の定義は、「中項目の具体的な支出の例示」欄に明瞭に

記載することとする。 
(3) 上記(1)及び(2)により制度としての調整を施された区分表は、例えば各制度

のホームページに掲載することなどにより、公開を進めることとする。 
(4) 区分表は各制度共通に使用するものではあるが、主に企業への資金配分を行

っている制度であって、運用上現行の取扱を行った方が配分機関・企業側双

方にとって効率的と判断される場合には、当面現行の運用も可能とする。 
 
 



〔別添１〕 
 
                                                          年  月  日 
 
 
 文部科学大臣 殿 
 
                            大 学 名 
                            大学の設置者名 

職名・氏名（記名押印又は署名） 
 
 

平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）交付申請取下届 
 
 
 平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）の交付決定を受けた下記事業につ

いて申請を取り下げます。 
 

記 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 ２．学問分野 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
 ４．交付決定額 
 
 ５．交付申請取下げ理由 
 
 ６．事業期間中の補助金交付（予定）金額 

 
          年度         年度         年度 

①直接経費    

②間接経費    

 

交付（予定）金額 

 ①＋②合計    

 

 
 ７．その他 
   
 



〔別添２〕 
 

年  月  日  
 
官署支出官 

  文部科学省大臣官房会計課長 殿 
 
 
                                                    大 学 名 
                                           大学の設置者名 
                          職名・氏名（記名押印又は署名） 
 
 

平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）交付請求書 
 
 
  平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）の第 －四半期分について、下記の
とおり交付請求します。 
 

記 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 ２．学問分野 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
  ４．請求額            円  
      

区  分
 

金      額
 

  交 付 決 定 額                       円 

  既 受 領 額                             円 

  今 回 請 求 額                           円 

  残 額                             円 

 
 ５．振込先 
        

フ リ ガ ナ

口座名義                                      
         口座届出住所                                     
         振込指定銀行等              
         預金種別・口座番号 （普通・当座）口座番号                            
 

★確認欄（□にチェックしてください。） 
振込先の口座名義とフリガナについて 

□ 口座名義の読み方と同一のフリガナで口座を開設している。 
□ 口座名義の読み方とは異なるフリガナで口座を開設している。 

（例）口座名義「文部科学省大学振興課」→フリガナ「ダイガクシンコウカ」 等 
 

（作成上の注意） 
   1.「職名・氏名」は、交付申請書記載の職名・氏名により記入してください。 
  2.「交付決定額」には、交付決定通知書に記載された「補助金の交付決定額」を記入してください。 
  3.「既受領額」には、本年度、既に振り込まれた補助金の合計額を記入してください。 
  4.「今回請求額」の金額は、「請求額」と一致させてください。 
  5.「残額」には、上記「交付決定額」から「既受領額」及び「今回請求額」を差し引いた金額を記入してください。 
   6.「振込先」は、振込銀行口座届（別紙様式（七））に記載した内容に一致させてください。特に口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）

は、預金通帳の写しと必ず一致させてください。 



〔別添３〕  
出     勤     表 

 
平成  年  月分               作業従事者           

 
区分    

日  

 
業務の内容  

 
勤務時間  作業従 

事者印

区分  
日

 
業務の内容  

 
勤務時間  作業従 

事者印

１日  
   

17日
   

２日  
   

18日
   

３日  
   

19日
   

４日  
   

20日
   

５日  
   

21日
   

６日  
   

22日
   

７日  
   

23日
   

８日  
   

24日
   

９日  
   

25日
   

10日  
   

26日
   

11日  
   

27日
   

12日  
   

28日
   

13日  
   

29日
   

14日  
   

30日
   

15日  
   

31日
   

16日  
    

 合  計  
  

日額    円 日数    日  合計         円  
 本人署名欄  
 
      月分に係る勤務実績を報告いたします。  
   住 所  
   氏 名                          印  

 上記のとおり相違ないことを確認します。  
  研究科長（取組代表者）又は取組実施担当者名  
                                    印  

 
 
（作成上の注意）  
 1.この出勤表は、研究室等に一定期間出勤し、資料整理等を行った場合に作業従事者ごとに作成してください。  
  2.業務の内容は、例えば「○○○データの整理」、「○○○実験の補助」のように記入してください。  
  3.勤務時間は、実績時間（昼休等の休憩時間は含まない）を記入してください（例：3時間）。  
  4.「本人署名」欄は、本紙を提出時に、必要事項を記入の上、作業従事者本人が署名をし、押印をしてください。  
 



〔別添４－１〕 
 

 
物 品 供 給 契 約 書 

 
 品 名 
 数 量 
 代金額 金         円也 
 発注者（        ）と供給者（        ）との間において、上記の物品 
 （以下「物品」という。）について、上記の代金額で、供給契約を結ぶものとする。 
第１条 供給者は、発注者に対し、物品の供給をするものとする。 
第２条 物品は、（納入場所）に納入するものとする。 
第３条 物品の納入期限は、平成  年  月  日とする。 
第４条 納品書は、（課・係の名称）に送付すべきものとする。 
第５条 代金は、物品納入後１回に支払うものとする。 
第６条 代金の請求先は、（課・係の名称）に送付すべきものとする。 
第７条 この契約について、発注者供給者間に紛争が生じたときは、（双方協議の上）これを 

  解決するものとする。 
第８条 この契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、発注者供給者間 

  において協議して定めるものとする。 
 （以下特に必要な事項を記載） 
上記契約を証するため、発注者供給者は次に署名し印を押すものとする。 
この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。 

平成  年  月  日 
発注者 

（所在地） 
（部局名） 
（氏 名）                 〔印〕 

請負者 
（住 所） 
（氏 名）                〔印〕 



〔別添４－２〕 
 

製 造 請 負 契 約 書 
 
 製造品名 
 請負代金額 金       円也 
 発注者（     ）と請負者（     ）との間において、上記の製造（以下「製造」 

という。）について、上記の請負代金で次の条項によって請負契約を結ぶものとする。 
第１条 請負者は、別紙の仕様書及び図面に基づいて製造をするものとする。 
第２条 製品は、（引渡場所）において引渡しをするものする。 
第３条 着手時期は、平成  年  月  日とする。 
第４条 製造は、請負者の工場においてこれをするものとする。 
第５条 完成期限は、平成  年  月  日とする。 
第６条 製造完成通知書は、（課・係等の名称）に送付すべきものとする。 
第７条 請負代金は、製品納入後１回に支払うものとする。 
第８条 請負代金の請求書は、（課・係等の名称）に送付すべきものとする。 
第９条 この契約について、発注者請負者間に紛争を生じたときは、双方協議の上これを解決 

  するものとする。 
第10条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者請負者 

  間において、協議してこれを定めるものとする。 
 （以下特に必要な事項を記載） 
上記契約の成立を証するため、発注者請負者は次に記名し、印を押すものとする。 
この契約書は２通作成し、双方で各１通を所持するものとする。 

平成   年  月  日 
         発注者 

（所在地） 
（部局名） 
（氏 名）                 〔印〕 

請負者 
（住 所） 
（氏 名）                〔印〕 



〔別添４関係〕 
 （作成上の注意） 

１．１５０万円を超える物品を購入する場合は〔別添４－１〕を、物品の製造を業者に発注す

る場合は〔別添４－２〕を参考にしてください。 
２．「品名」「数量」又は製造品名の表示は、例えば「○○○○装置一式」、「○○○○ほか

○○点」のように記入してください。 
なお、物品の内容が多岐にわたる場合は、物品ごとに価格が明示された明細書等を添付し

てください。 
３．その他必要に応じて、契約当事者間で定める事項としては次のようなものがあります。 

 （１）危険負担 
天災地変等当事者の責に基づかない事由により、契約の履行が困難（履行不能、履行遅

滞等）になった場合、どのような方法で処理するかを明記してください。 
 （２）瑕疵担保責任 

物品の納入後、相当の期間内に、物品に瑕疵があったことが明らかになった場合、どの

ような方法で処理するかを明記してください。 
 （３）損害賠償約款 

契約の不履行、履行遅滞その他の理由による損害賠償額をあらかじめ定めておいてくだ

さい。 
 （４）期限の利益喪失約款 

履行期到来前においても、一定の事由が発生したら直ちに履行を求めることを内容とし

て、その事由を定めておいてください。 
 （５）失権約款 

当事者の一方が契約を履行しない場合等、一定の事由の発生により自動的にその者の権

利の全部又は一部を失わしめることを内容として、その事由を定めておいてください。 
 （６）契約解除約款     

当事者の一方が契約を履行しない場合等、一定の事由が発生した場合に、他方は履行の

催告をまたず契約を解除できることを内容として、その事由を定めておいてください。 
 



〔別添５〕 
検   査   調   書 

 
 
 
 
金   額                           円 
供 給 者 
品   名 
 
契   約  平成  年  月  日 
搬   入   平成  年  月  日 
検   査    平成  年  月  日 
 

 
上記の物品は、検査の結果契約書（又は請書）に間違いなく納付されたことを確認する。 

 
  平成  年  月  日 
 
 
 
 検査員 

役 職（契約事務担当者又はその補助者） 
氏 名                                               〔印〕 
 
役 職（大学の設置者） 
氏 名                                               〔印〕 

 



〔別添６〕 

 

請     書 

 

 

  件名（及び数量） 

  請負代金（総額又は単価）           円也 

   請負期間 

 

 

 上記の条件で、下記の条項により供給することをお請けします。 

 

記 

 

１ 納入（履行）場所：物品は、（納入場所）に納入するものとする。 

２ 納入（履行）時期：物品は、毎（月・週・日）の    の日に納入するものとする。 

３ 請求書の送付先：物品代金の請求書は、（課・係等の名称）に送付すべきものとする。 

４ 代金の支払方法：代金は、請求に基づき支払うものとする。 

 

平成  年  月  日 

 

              殿 

 

請求者 （所在地） 

 （会社名）              〔印〕 

 
 
（作成上の注意） 
 1.この請書は、１５０万円以下で契約の相手方に継続的、反復的給付を求める契約をする場合に参考にしてくだ   

さい。 
  2.条項は、必要がある場合は適宜加えて差し支えありません（別添４関係「作成上の注意３．」参照）。 



〔別添７〕
　所属大学名 　大学の設置者名 　機関番号 　整理番号 開始年度 　学問分野

（単位：円）

物品費 人件費・謝金 旅費 そ　　の　　他 伝 票 番 号 そ　　の　　他　

（作成上の注意）

　・この収支簿は補助事業ごとに作成してください。

　・「会計事務担当者の所属部局・職名・氏名」欄には、本収支簿を作成・管理している会計事務担当者の氏名を記入してください。

　・「配分額」欄には、交付決定額を記入してください。

　・「年月日」欄には、実際に支払った日又は補助金、預金利息の受入及び戻入金の受入日を記入してください。なお、立替払いを行った場合は「備考」欄に立替日を記入してください。

　・「摘要」欄には、主に次のような事項を記入してください。

　　（１）　「設備備品費」の場合：品名、数量

　　（２）　「旅費」の場合：旅行者名、旅行先

　　（３）　「人件費」の場合：作業従事者の氏名、作業従事期間

　　（４）　「預金利息」「解約利息」

　・誤払等を行った場合の戻入は、支出欄は▲で整理し、支出費目欄にも▲で記入してください。

　・通帳作成時の「ご新規」等自己資金の引出しは、収入の欄に▲で整理し、支出欄には「事業実施上の経費の支払」時のみ記入してください。

　・用紙の規格、形式は、任意とし、大学等で使用している帳簿に準拠したもので差し支えありません。

平 成 　 　 年 度 研 究 拠 点 形 成 費 等 補 助 金 収 支 簿
　専攻名　

　会計事務担当者の所属部局・職名、氏名

　　千円　交付決定額

　事業実施担当者名（代表者名）　教育プログラム名称

合　　　　　計

支　　　払　　　先
残　　　額

支　　　　　出　　　　　費　　　　　目　 備　　　　　　　　　　　　考
年　月　日 摘　　　　　　　要 収　　　入 支　　　出



様式５（第８条第１項関係）                                              〔別添８〕 
 
                                           年  月  日  
 
 
  文部科学大臣 殿 

 
大 学 名               
大学の設置者名            
職名・氏名（記名押印又は署名）    

 
 

平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）事業内容等変更承認申請書 
 
 
  平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）について、事業内容を変更したい

ので、研究拠点形成費等補助金交付要綱第８条第１項の規定により、下記のとおり申請します。 
 
 

記 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 ２．学問分野 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
 ４．交付決定額 

 

補助対象経費の金額（合計） 補助金交付額 自己収入等その他の金額 
①＋②        （円） ①          （円） ②           （円）

 
 ５．変更の内容 
 
 ６．変更の理由 
 
 ７．その他 
 



〔別添９〕 
 
                                           年  月  日 
 
  文部科学省高等教育局長 殿 
                                                     大 学 名 

大学の設置者名         
職名・氏名（記名押印又は署名） 

 
研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）に係る代表者等交替届 

 
 平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）について、代表者等を下記のとお
り交替したいので、よろしくお取り計らい願います。 
 

記 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 ２．学問分野 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
 ４．届出の区分 
 
      □ 代表者（学長）の交替     □ 取組実施担当者の交替 
 
 
 
  ５．変更前 
 

 ふりがな〈ローマ字〉 
氏   名 （年齢） 

所属部局・職名 現在の
専門・学位

役割分担（本年度の事業計画における分担事項）  

（代表者） 
 
（取組実施担当者） 

   

 
 ６．変更後 
 

 ふりがな〈ローマ字〉 
氏   名 （年齢） 

所属部局・職名 現在の
専門・学位

役割分担（本年殿事業計画における分担事項）  

（代表者） 
 
（取組実施担当者） 

   

 
 
  ７．交替の理由 
 
 
 
  ８．交替の影響 
 
 
 
 
（作成上の注意） 
 1.「届出の区分」には、該当する区分全てにチェックを入れてください。 
 2.「変更前」、「変更後」には、変更前及び変更後の組織等について記入してください。また、変更箇所には下線を

引いてください。 
 3.「交替の理由」には、交替等の発生年月日及びその理由について具体的に、わかりやすく記入してください。 
 4.「交替の影響」には、本年度、交付決定した補助事業の範囲に変更がないかなど、交替が事業の実施に与える影響

について具体的に、わかりやすく記入してください。 
 



様式８（第９条関係）                                                   〔別添１０〕 

 
年  月  日  

 文部科学大臣 殿 
 

大 学 名               
               大学の設置者名            

                          職名・氏名（記名押印又は署名）   
 

        平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費） 
        に係る事業の中止（廃止）承認申請書 
 
 平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）について、事業を中止（廃止）し

たいので、研究拠点形成費等補助金交付要綱第９条の規定により下記のとおり申請します。 
 

記 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 ２．学問分野 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
 ４．事業期間中の補助金交付（予定）金額 

                               （金額単位：千円） 

          年度         年度         年度 

①直接経費    

②間接経費    

 

交付（予定）金額 

 ①＋②合計    

 

 

 ５．本年度の補助金使用状況 
     ①交付決定額                  円 
       ②支出済額 （利息額含む）           円 
       ③未使用額 （返還金額）            円 
 
 ６．事業中止（廃止）の発生年月日及びその理由 
 
 ７．事業の中止（廃止）後講ずる措置 
 
 ８．その他 

 



様式１１（第１０条関係）                                                  〔別添１１〕 
 

年  月  日  
 
 
 
  文部科学大臣 殿 
 
 

大 学 名 
                                           大学の設置者名 
                          職名・氏名（記名押印又は署名） 
 
 
 

平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）に係る事業遅延届 
 
 
 
  平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）に係る事業の遅延について、研究

拠点形成費等補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり報告します。 
 
 

記 
 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 ２．学問分野 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
  ４．補助事業の内容及び進捗状況 
 
 ５．遅延理由 
 
  ６．遅延に対して講じた措置 
 
 ７．その他 
 
 
 



 

 

 様式１５－１（第１２条第１項関係）                      〔別添１２－１〕 

年  月  日
 

  大学の設置者 

  の  所  在  地 

〒 

  大学の設置者 

  の  名   称 

 

（職   名） 
     フ     リ     ガ     ナ 
  代表者氏名 

（     ）  
 
                 （記名押印又は署名）

  大  学   名 

  文部科学大臣  殿 

 

 

 

 

 

 

  及び機関番号 

  

 

平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）実績報告書 

（収支決算報告書） 

整理番号  開始年度         年度 学問分野  

教育プログラム名称 

 

研究科専攻名 

連携先の大学名                           

 

 取組実施担当者   計  名 
  フリガナ 

 
氏 名（年齢）

 
所  属  部  局  ・  職  名

 
現在の 

専門・学位 
役割分担（本年度の事業計画における分担事項）等

 

    

フ  リ  ガ  ナ

 

事務担当者 所  属  部  局  ・  職  名 連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、ｅ－ｍａｉｌアドレス等） 

   

 



  様式１５－２（第１２条第１項関係）                                                                                   〔別添１２－２〕  
費 目 別 収 支 決 算 表 

交 付 決 定 （ 変 更 ） 時 の 補 助 対 象 経 費 の 金 額 実 支 出 額
経   費   区   分   金額（円） 積  算  内  訳 金額（円） 積   算  内   訳 備  考  

 

物品費  
 
 
 
 
 
人件費・謝金  
 
 
 
 
 
旅費  
 
 
 
 
 
その他  

     
 
 
 
補  

 
 
 
助  

 
 
 
対  

 
 
 
象  

 
 
 
経  

 
 
 
費 

 

 

 

   合     計  
    

 
 
・交付決定後の 

事業内容等変更承 

認の有無 

 

 
・預貯金利息額 
      円 

 

 

・自己負担額 

      円 

 

 
・「交付決定(変更)時 

の補助対象経費の 

金額－実支出額」 

＝      円 

  

補助金交付決定（変更）における補助金額  

補助対象経費の金額（合計）  補助金額（交付決定額） 自己収入等その他の金額  
 ①＋②                         （円） ①                （円） ②                  （円）  

 

                 １００（％）                   （％） （％）  
 

補助対象経費 



 

 

 様式１６－１（第１２条第１項関係）                          〔別添１３－１〕 

年  月  日
 

  大学の設置者 

  の所在地 

〒 

  大学の設置者 

  の名称 

 

（職   名） 
     フ     リ     ガ     ナ 
  代表者氏名 

（     ） 

                                  
                 （記名押印又は署名）

  大学名 

  文部科学大臣  殿 

 

 

 

 

 

 及び機関番号 

  

 

平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）実績報告書 

（若手研究者養成実績報告書） 

整理番号  開始年度        年度 学問分野  

教育プログラム名称 研究科専攻名 

連携先の大学名                           

 

 取組実施担当者   計  名 

  フリガナ 

 
氏 名（年齢）

 

 

所  属  部  局  ・  職  名
 

現在の 

専門・学位 

 

役割分担（本年度の事業計画における分担事項）等
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

補助対象経費の実支出額                                              （円）

補助金交付決定（変更）における補助金額 

補助対象経費の金額（合計） 補助金額（交付決定額） 自己収入等その他の金額 

①＋②                 （円） ①                    （円） ②                  （円）

 

 

           １００（％）            （％）            （％）



 

 

 様式１６－２（第１２条第１項関係）                              〔別添１３－２〕 

本事業実績の概要   

本事業に係る成果 

 (注) 交付申請書で記載した「本事業の目的・必要性」，「本年度の事業実施計画」を踏まえ，原則本

様式１枚（Ａ４版）に記入すること。 



様式２０（第１４条第１項関係）                                       〔別添１４〕 
 

年  月  日  
 
 文部科学大臣 殿 
 

大 学 名 
                           大学の設置者名 
                           職名・氏名（記名押印又は署名） 
 

平成  年度研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）に係る 
     消費税等仕入控除税額確定報告書 
 
  平成  年  月  日付け   第  号で補助金の交付の決定を受けた下記事業につい

て、研究拠点形成費等補助金交付要綱第１４条第１項の規定により、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 機関番号、整理番号、開始年度 
 
２ 学問分野 
 
３ 教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
４ 補助金の額（交付要綱第１３条１項による額の確定額）        円 
 
５ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額        円 
 
６ 消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方消費税に係る 

仕入控除税額        円 
 
７ 補助金返還相当額（上記６から５の額を差し引いた額）        円 
（注）別紙として返還額に係る積算の内訳を添付すること。 
 



様式２２（第１６条関係）                                                 〔別添１５〕 
 
 

  年  月  日  
 
 
  文部科学大臣 殿 
 

大 学 名 
                         大学の設置者名 

職名・氏名（記名押印・又は署名）   
 
 
 

研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）に係る知的財産権報告書 
 
 

 
 研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）による事業で得られた成果に係る知的財産権に

ついて、研究拠点形成費等補助金交付要綱第１５条の規定により、下記のとおり報告します。 
 
 

記 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 
 ２．学問分野 
 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
 
 ４．事業期間中の補助金交付（予定）金額 
 

          年度         年度         年度 

①直接経費    

②間接経費    

 

交付（予定）金額 

 ①＋②合計    

 

 
 ５．知的財産権の取得状況 
 

知的財産権の内容 発明者等 権利者 知的財産権の種類、番号 出願年月日 取得年月日
 

      

 
 ６．その他 

 



〔別添１６〕 
 
                                           年  月  日 
 
  文部科学省高等教育局長  殿 
 

大 学 名 
大学の設置者名         
職名・氏名（記名押印又は署名） 

 
 

研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）に係る収益状況報告書 
 
 
 研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成費）による事業で得られた取得財産等を処分するこ

と等により収入があり、又はあると見込まれるため、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
 １．機関番号、整理番号、開始年度 
 
 ２．学問分野 
 
 ３．教育プログラム名称、研究科専攻名 
 
 ４．収入に係る取得財産等の処分等の状況・収益 
 
 ５．事業期間中の補助金交付（予定）金額 
 

          年度         年度         年度 

①直接経費    

②間接経費    

 

交付（予定）金額 

 ①＋②合計    

 

 
 ６．当該収入の使途 
 
 
（作成上の注意） 
  1.本事業で得られた知的財産権に係る収入についても、本報告の対象となります。 
  2.「処分等の状況・収益」には、処分等の具体的な状況及びそれに伴う収益金額（見込）を記入してください。 
  3.「当該収入の使途」には、当該収入をどのような目的・使途で使用しているか（使用する予定であるか）に    

 ついて具体的に記入してください。 
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